
●　訃報の取扱い等について

配　布

1班　 7部

2班　 8部

3班　 10部

4班　 7部

5班　 5部 合計37部

③の回覧用「訃報」（回覧希望の場合）と

会計は、回覧用「訃報」と

訃報届出書のコピーを

総務副会長に提出

　※ 町内会に貢献のあった故人など

　会長から渡すべきと思われる場合は執行部と相談

　（元会長・長期に渡り町内会に貢献した方等）

回覧不要の場合、③の手続きを省略し、④へ

※　コピー（38部）は下記のいずれかとする。

　　・　自宅等でコピー（＠10×38部=380円を支払い)

　　・　コンビニでコピー（レシートで請求し、記載代金を支払い）

　　・　町内会館でコピー（カギ保管者（副会長・会館会計）と調整）
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員

　　　会員の死亡　10,000円　・　同居の家族　5,000円

①　「訃報届出書」への記入依頼

④

⑤　コピー代、弔慰金の受領

②　「訃報届出書」の預り

⑥　弔慰金の交付

報告

　38部印刷し、1部は定例会時、会計に提出

　　　弔慰金（会則第２４条）　

訃報の連絡
各 班 長

副会長
又は
会長

令和8年4月1日

②’　回覧希望の場合、①の届けに基づき回覧用「訃報」を作成し、コピー（38部）の上、③へ

会
　
計

回　覧

各ブロック長

①の「訃報届出書」を会計に提出し、コピー代請求

③　回覧用「訃報」を各班長へ

　※　ただし、前年度以前に夫が死亡しているが、会員名簿は

　　　夫の名前としている妻の死亡については会員とみなす。
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「訃報届出書」、回覧用「訃報」の最新のフォーマットは、

町内会ＨＰに掲載してあります。「和泉栄町内会」で検索 or 右上QRコードより各

自ダウンロードの上、ご利用いただければ助かります。
https://www.izumikuren.net/top.php?id=69

（印刷物が必要な場合は、書記までご相談ください）
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